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吸収分割にかかる事前開示書面  
 

（会社法第 782 条第 1項及び会社法施行規則第 183 条並びに  

会社法第 794 条第 1項及び会社法施行規則第 192 条に定める書面）  

    

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年５月 20 日 

綜合警備保障株式会社  

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 
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吸収分割にかかる事前開示事項  

  

綜合警備保障株式会社（以下「吸収分割承継会社」といいます。）及びＡＬＳＯＫ

あんしんケアサポート株式会社（以下「吸収分割会社」といいます。）は、令和７年

５月 20 日付で吸収分割契約書を締結し、効力発生日を令和７年７月１日として、吸

収分割会社の緊急通報事業について有する権利義務を吸収分割承継会社に承継させる

吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うことにいたしました。  

本吸収分割に関する会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条並びに会

社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 192 条の定める事前開示事項は、下記の

とおりです。  

  

記  

  

１ 吸収分割契約の内容（会社法第 782 条第 1項第 2号、第 794 条第 1項） 

別添のとおりです。  

  

２ 分割対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 1号イ、第 192 条第

1号）  

本吸収分割に際して、吸収分割承継会社は吸収分割会社に対して、株式その他の

資産の割当てを行いませんが、吸収分割承継会社が吸収分割会社の完全親会社であ

ることを踏まえ、吸収分割会社及び吸収分割承継会社が協議の上で決定したもので

あることから、相当であると判断しております。  

  

３ 会社法第 758 条第 8号に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 2号、第 192 

条第 2号）  

該当事項はありません。  

  

４ 新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 3号、第 

192 条第 3号）  

該当事項はありません。  

  

５ 吸収分割承継会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 183 条第 4号

等）  
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（１） 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙 1のとおりです。  

（２） 臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。  

（３） 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社 

財産の状況に重要な影響を与える事象 

該当事項はありません。  

  

６ 吸収分割会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 192 条第 4号等）  

（１） 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙 2のとおりです。  

（２） 臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。  

（３） 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社 

財産の状況に重要な影響を与える事象 

該当事項はありません。  

  

７ 吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割会社及び吸収分割承継会社の債

務の履行に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 6号、第 192 条第 7号）  

（１）吸収分割会社の債務の履行の見込みに関する事項  

吸収分割会社の 2024/3 期の貸借対照表における資産の額は、939 百万円、負

債の額は 253 百万円、純資産の額は 686 百万円であり、その後これらの額に重大

な変動は生じておりません。  

本吸収分割により、吸収分割会社が吸収分割承継会社に対して移転する資産の

額は 102 百万円、負債の額は 0円となる見込みです。  

また、本吸収分割の効力発生日以後において、吸収分割会社が負担すべき債務

の履行に支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予想されておりません。  

以上より、本吸収分割後の吸収分割会社の資産の額は負債の額を十分に上回る

見込みです。  

以上の点、並びに吸収分割会社の収益状況及びキャッシュフロー等に鑑みて、

効力発生日以後における吸収分割会社の債務の履行の見込みがあるものと判断い

たします。  

（２）吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに関する事項  

吸収分割承継会社の 2024/3 期の貸借対照表における資産の額は、365,356 百

万円、負債の額は 92,248 百万円、純資産の額は 273,107 百万円であり、その後

これらの額に重大な変動は生じておりません。  

本吸収分割により、吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継する資産の額は

102 百万円、負債の額は 0円となる見込みです。  
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また、本吸収分割の効力発生日以後において、吸収分割承継会社が負担すべき

債務の履行に支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予想されておりません。  

以上より、本吸収分割後の吸収分割承継会社の資産の額は負債の額を十分に上

回る見込みです。以上の点、並びに吸収分割承継会社の収益状況及びキャッシュ

フロー等に鑑みて、効力発生日以後における吸収分割承継会社の債務の履行の見

込みがあるものと判断いたします。  

 

以 上  

  

                令和７年５月 20 日    

  

 

吸収分割承継会社       東京都港区元赤坂一丁目６番６号 

綜合警備保障株式会社 

代表取締役 栢木 伊久二  

  

 

吸収分割会社           東京都大田区山王一丁目 3番 5号 NTT データ大森山王 

             ビル 

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 

代表取締役 遠藤 輝夫 

  

  

以 上   
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別紙１  

 

吸収分割承継会社の最終事業年度に係る計算書類等の概要 
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 吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等の概要 
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以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


